
（Ｃ）新銀座法律事務所０３－３２４８－５７９１ 
（参考資料２）触法少年の手続 
触法少年とは、十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいいま

す（少年法３条２号）。 
 
           触法少年の発見 
 
          

 警察→児童相談所 一時保護処分の可能性あり 

 
 

家庭裁判所           福祉的措置 
 
 
                       
 
          鑑別所                  
 

審判                        審判不開始      
 
            試験観察 
 
 

 
不処分    保護処分    知事又は児童相談所長送致 
       保護観察 
       児童自立支援施設等送致 
       少年院送致（おおむね１２歳以上） 

 


